
 

別添１ 

 

居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱い 
 

１ 特定事業所集中減算の概要 

正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において判定期間における居宅サービス計画に位置づけ

られた訪問介護サービス等が、それぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める

割合が８０％を超えている場合に、減算適用期間に全ての居宅介護支援費が２００単位の減算となるもの。 

  

  判定対象サービスは以下のサービス 

   ・訪問介護 

・通所介護 

・福祉用具貸与 

・地域密着型通所介護 

 

２ 判定及び減算適用期間と届出について 

（１） 判定期間と減算適用期間 

 判定期間 市への届出日 減算適用期間 

前期 ３月１日～８月末日 ９月１５日まで １０月１日～３月３１日 

後期 ９月１日～２月末日 ３月１５日まで ４月１日～９月３０日 

   
 

（２） 市への届出等について 

(ア) 全ての居宅介護支援事業所は、別紙１及び別紙２を作成すること。 

(イ) 「３ 正当な理由の範囲について」の⑥又は⑦に該当する場合は、別紙１－２を作成すること。 

(ウ) 訪問介護サービス等の算定結果が８０％を超えた事業所は、別紙１（別紙１－２を作成した場合はこ

れを含む）により市に届け出ること（別紙２は提出不要）。なお、４（２）により、挙証資料を添付する

こと。 

(エ)判定対象サービスの全てが８０％を超えない場合は、市への届出は不要。 

（オ）前回と比較し、減算の有無に変更がある場合は体制等届出書を市への届出日までに提出すること。

（変更が無い場合は提出不要） 

(カ) 全ての居宅介護支援事業所は、別紙１（別紙１－２を作成した場合はこれを含む）及び別紙２を、

減算適用期間が経過してから５年間保存すること。なおこれらの書類は、実地指導の際に確認を行う。 

 

３ 正当な理由の範囲について 

 次の①～⑦のいずれかの事項に該当する場合に正当な理由とする。 

① 居宅介護支援事業所が特別地域居宅介護支援加算を受けている場合 

② 居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域を全て含む実施地域を設定しているサービス事業所が、

各サービスでみた場合に４事業所以下である場合 

③ 居宅介護支援事業所が所在する日常生活圏域（原則旧市町村単位等であって、市町村長が認める地域）

に各サービスでみた場合に３法人以下であって市町村長が認める場合 

④ 判定期間の 1月当たりの平均居宅サービス計画件数が２０件以下である場合 

⑤ 判定期間の 1 月当たりの訪問介護サービス等を位置づけた居宅サービス計画件数が各サービスでみた

場合に平均１０件以下の場合 

⑥ サービスの質が高いことにより、特定の事業者に集中したと認められる場合 

  本事由の適用にあたっては、個々にその可否を判断することとなるが、少なくとも下記（ｱ）を満たし

ているか又は(ｲ)～(ｴ)のいずれも満たしていることが必要である。 

 



 

  (ｱ)「介護サービス情報公表システム」で、「サービスの質の評価」を受けていることを確認できる 

  (ｲ)パンフレット、ホームページなどで、一般でも容易にサービスの内容について確認できる 

  (ｳ)サービスの質を向上するための体制整備を条件とする加算を届け出ている 

  (ｴ)利用者の意思と、当該事業所を選択した経緯をサービス担当者会議等に諮られている記録がある 

   （利用者の意思が難しいときは、家族の意思でも可） 

⑦ その他、市長がやむを得ないと認める場合 

８０％を超えた理由が以下に該当することを、届出日までに市へ事前相談シートをＦＡＸ送付し、認

められる旨の回答を得ていること。 

○ 廃止となった他の居宅介護支援事業所の利用者を受け入れた 

○ 休止となった他の居宅介護支援事業所の利用者を受け入れた 

○ 災害等による緊急時対応で、想定外の受け入れがあった 

○ 利用者の状態から位置づけ可能な事業所が１つしかない（市町村長の認める日常生活圏域に居住

する利用者に限る） 

○ その他やむを得ないと市長が認める場合 

 

※ 当該居宅サービス計画を除外して計算すると８０％以下となること。 

※ 判定期間経過後の届出書類に事前相談シートで回答を得ていない事情を記載しても、正当な理由

なく８０％を超えたことになり、減算となる。 

 

４ 注意事項 

（１）「介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、

当該要介護者等に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に

偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」（介護保険法第６９条の３

４より一部抜粋）ことに注意し届出すること。 

（２）「正当な理由」に該当する場合の挙証資料については、下表により添付すること。 

 

正当な理由 挙証資料 

① 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所 不要 

② 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域を全

て含む実施地域を設定しているサービス事業所が、

各サービスでみた場合に４事業所以下である場合 

 

（８０％を超えたサービス種別について）貴

事業所の通常の事業の実施地域と、その地域

を含む当該訪問介護サービス等の事業所名

と通常の事業の実施地域を記載したもの 

③ 事業所が所在する日常生活圏域に訪問介護サービ

ス等が各サービスでみた場合に３法人以下であっ

て市町村長が認める場合（※２） 

不要 

（※２）市長村長が認める地域一覧を参照の

こと 

④ 判定期間の１月当たりの平均居宅サービス計画件

数が２０件以下である場合 

不要 

 

⑤ 判定期間の１月当たりの訪問介護サービス等を位

置づけた居宅サービス計画件数が、各サービスでみ

た場合に、平均１０件以下の場合 

不要 

 

 

⑥ サービスの質が高いことにより、特定の事業者に

集中したと認められる場合 

(ｱ)に該当又は(ｲ)～(ｴ)の全てに該当したケ

アプランを除いて再計算した別紙１－２ 

⑦ その他やむを得ない事情がある場合 事前相談シートを提出期限までに市へＦＡ

Ｘ送付し、回答を得ていること 


